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第２４期佐世保市農業委員会第２４回総会議事録

１ 開催日時  令和４年５月２７日（金） １３時３０分から１６時００分

２ 開催場所  市役所４階 全員協議会室

３ 出席農業委員（１８名）

４ 欠席農業委員

  

５ 出席推進委員（１６名）

６ 欠席推進委員

  

７ 農業委員会事務局職員

事 務 局 局 長  松瀬 哲

事 務 局 次 長  小長 賢二

事 務 局 係 長  博多屋 孝昭

委員  １番   有馬 秀志

委員  ３番 阿波 茂敏

委員  ４番   中里 政義

委員  ５番 八並 秀敏（会長）

委員  ６番 浦  清一

委員  ７番   川口 勇二

委員  ８番   小川 憲市

委員  ９番   牟田 昇

委員 １０番    辻  茂樹

委員 １１番   近藤  誠

委員 １２番   伊賀﨑 典正

委員 １３番  水口 一男

委員 １４番 田中 広昭

委員 １５番 西尾 政喜

委員 １６番   赤木 行秀

委員 １７番   松永 信義（副会長）

委員 １８番   内野 正実

委員 １９番   大宅 和子

針尾地区    原  和文

江上地区    北村 憲治

宮地区      坂口 要

三川内地区 迎  篤之

早岐地区    久野 利幸

日宇地区    磯本 安男

佐世保地区   松永 豊吉

柚木地区    宮﨑 敦

大野地区    村田 司

皆瀬地区  山口 良行

中里地区      永田 富士夫

相浦、九十九地区  冨川 利光

吉井地区      末永 広幸

世知原地区     尾﨑 修平

宇久地区      畠中 辰秀

小佐々地区     松田 眞

江迎地区      小川 憲人

鹿町地区      松田 庄二
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事 務 局 主 査  岩﨑 孝典

事務局主任主事  田中 豊

事務局主任主事  牟田 雄介

８ 議事日程

議事録署名委員の指名

第２３５号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について

第２３６号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について

第２３７号議案  農地法第４条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請について

第２３８号議案  佐世保農業振興地域の整備計画変更に伴う農地転用との調整等について

第２３９号議案  佐世保農業振興地域の整備計画変更に伴う農用地区域への編入について

第２４０号議案  非農地通知の取消について

第２４１号議案  非農地通知について

第２４２号議案  農用地利用集積計画（案）について

第２４３号議案  農用地利用配分計画（案）について

第２４４号議案  農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について

第２４５号議案  令和４年度佐世保市農地パトロール(利用状況調査)実施要領(案)について

第２４６号議案  令和４年度の最適化活動の目標の設定等（案）について

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について

報告２  農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について

報告３  農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について

報告５  裁判所及び法務局への農地現況回答について

報告６  農地法第１８条第６項の規定による通知について

報告７ 農用地利用集積・配分計画解約通知について

９ 会議の概要

副 会 長   皆さま、こんにちは。佐世保市農業委員会第２４回総会を開会いたします。一、開会。

①会長挨拶。

会 長   皆さま、こんにちは。まだ梅雨には入っておらず、水が欲しいところでございます。

総会前に副会長からお話ありました通り、研修会については、日程を決めさせていただ

きました。是非とも参加、ご協力賜りたいと思います。

       本日も議案が沢山上がっておりますし、総会後の小委員会も予定されているようです

ので、大変かと思いますがよろしくお願いいたします。
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副 会 長  それでは②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日委員からの欠席届

は提出されておりません。そのため、農業委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐

世保市農業委員会会議規則第６条の規定に基づき、本総会が成立していることをご報告

いたします。

       なお、推進委員も全員出席となっていますことを併せてご報告いたします。以上です。

副 会 長   ありがとうございました。それでは、③議事録署名人については、１３番 水口一男

委員、１４番 田中広昭委員、補充として１５番 西尾政喜委員にお願いいたします。

議 長   それでは早速、議事に入りたいと思います。

第２３５号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局の説明

をお願いします。

事 務 局  はい、第２３５号議案 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、説明に

入る前に、今回の申請案件に関連しますので、その他事務局報告事項として本日資料を

配付しております違反転用事案の指導状況について先行して報告させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。

お手元に配付しています「その他１ 違反転用事案報告について」の資料をご覧くだ

さい。

～資料説明～

こちらについて、追認許可相当との県の判断があったことから、このうち３件につい

て顛末書を添付して転用許可申請があり、第２３５号議案の第４条許可申請案件の２番

および第２３６号議案の第５条許可申請案件の１番、２番として上程しております。そ

れでは、議案の説明に戻ります。

１番、早岐地区。申請者は記載の通りです。申請地所在は、早苗町。地目は、登記畑、

現況畑です。面積は４３８㎡。転用目的は専用住宅用地。施設は住宅１棟木造平家建建

築面積８７．７７㎡です。耕作者あり。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集

団農地の第２種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは上原町公民館か

ら西に約４８０ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最

高０．３ｍ、切土最高０．３ｍ。日照通風、建物高を加減、５．５ｍ程度。排水計画、

雨水は水路放流。汚水、生活雑排水は合併浄化槽から水路放流。添付書類は記載のとお

りです。都市計画法許可申請受付書添付予定としておりますが、添付してあります。都

市計画法関係は分家住宅です。

２番、中里地区。こちらが先ほど違反転用事案報告を行った３番の案件になります。

申請者は記載の通りです。申請地所在は、上本山町。地目は、登記田、現況宅地です。

面積は３４６㎡。転用目的は居住用建物。施設は住宅 1 棟、木造二階建て、建築面積７

３．１２㎡です。耕作者なし。農地区分は、農振外で中里皆瀬支所からおおむね３００
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ｍ以内の第３種農地に該当いたします。参考事項としまして、こちらは中里皆瀬支所か

ら西に約１８２ｍの位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状の

まま利用する。昭和４１年の建築以降周辺に被害を及ぼしたことはない。日照通風、昭

和４１年建築以降周辺農地に被害を及ぼしたことはない。排水計画、雨水は水路放流。

汚水、生活雑排水は自然放流。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は都市計

画法施行前で許可不要です。

３番、中里地区。申請者は記載の通りです。申請地所在は、吉岡町。地目は、登記畑、

現況荒地です。面積は３６２㎡。転用目的は貸駐車場。施設は貸駐車場１３台です。耕

作者はなし。農地区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当

いたします。参考事項としまして、こちらは吉岡町第一公民館から南東に約２１０ｍの

位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土、最高０．７１ｍ。最

低０．２５ｍ。造成後バラスを敷き、転圧する。日照通風、緩衝地を設ける。幅約１．

０ｍ。排水計画、雨水は水路放流、自然流下。汚水はくみ取り、生活雑排水は生じない。

添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は許可不要です。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番は早岐地区ですので私から報

告します。５月２２日に久野推進委員と申請者本人と現地を見て参りました。退職後に

家を建てたいとのことで、道も自分で管理する必要のある入り込んだ土地で、付近のこ

とも考えると宅地として管理される方が、周辺にも良いだろうと思い、何ら問題ないと

見てまいりました。それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

久野委員   早岐地区の久野です。今八並委員が言われた通り、何ら問題ないと見て参りました。

以上です。

議 長   続きまして、２番、３番中里地区。

１ １ 番    １１番近藤です。５月２２日に永田推進委員と現地を確認してまいりました。２番に

つきましては、先ほど言われましたように、ここは違反転用の追認申請ということで、

家の敷地には竹が生えておりました。また、周辺は住宅地となっています。３番につき

ましては、吉岡町の上の方でして、周りは家となっており、問題ないと見てきました。

以上です。

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

永田委員   中里地区の永田です。近藤委員が言われたとおり、特に問題はありません。以上です。

議  長   ありがとうございました。それでは、何かご意見等ございませんか。
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委  員   （なし）

議 長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２３５号議案は許可相当として県に進達いたします。

続きまして、第２３６号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について事

務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、第２３６号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、説明い

たします。

１番、三川内地区。こちらは、先ほど先行して説明した違反転用事案の２番の追認申

請になります。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は、桑木場町の２筆。

地目は、登記畑、現況進入路。面積は２筆合計１７７㎡です。転用目的は進入路。権利

は、所有権移転贈与です。施設は、宅地への進入路、１７７㎡です。耕作者なし。農地

区分は、農振内白地で１０ｈａ未満の小集団農地の第２種農地に該当いたします。参考

事項としまして、こちらは桑木場バス停から北に約７６０ｍの位置にあります。被害防

除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。昭和５１年施工後周辺に被害

はない。日照通風、昭和５１年施工後周辺農地の営農条件に支障を生じさせたことはな

い。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は許可不要です。

２番、宇久地区。借受人、貸渡人は記載のとおりです。申請地所在は、宇久町平。地

目は、登記畑、現況雑種地。面積は１，４００㎡です。転用目的は資材置場。権利は、

賃借権設定です。施設は、資材置場４３６㎡、通路４８０㎡、作業ヤード３２０㎡。耕

作者なし。農地区分は、農振内白地で１０ha未満小集団農地の第２種農地に該当します。

参考事項としまして、こちらは宇久行政センターから南西に約６５０ｍの位置にありま

す。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。擁壁を設ける。昭

和６１年の借受以降、周辺農地や民家等への被害はない。日照通風、周辺に農地及び民

家はなく、昭和６１年の借受以降被害はない。排水計画、雨水は自然流下。汚水、生活

雑排水は生じない。添付書類について、法人登記簿、定款についての記載が漏れており

ますが、添付されております。修正いたします。その他の添付書類は記載のとおりです。

都市計画法関係は許可不要です。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番三川内地区。

４  番   ４番中里です。４月２１日に迎推進委員と事務局職員で現地を見て参りました。家を

建てる時に畑を道として利用していて、その後も道として利用していたということで、

周辺農地への影響もなく、問題ないと見て参りました。
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議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

迎 委 員   三川内地区の迎です。特に問題ないと見て参りました。以上です。

議 長   続きまして、２番宇久地区。

１ ５ 番   １５番西尾です。４月６日に畠中推進委員と事務局職員、申請者と現地を見て参りま

した。本案件は昭和５４年のダム建設前から建設会社が利用しており、その会社が倒産

したことから、申請者の法人が借りてから継続して利用しているもので、特に問題ない

と見て参りました。以上です。

議 長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

畠中委員   宇久地区の畠中です。西尾委員が言われたとおりで、特に問題ありません。以上です。

議  長   それでは、この案件につきまして、何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議 長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２３６号議案は許可相当として県に進達いたします。

次に、第２３７号議案 農地法第４条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請

について事務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、第２３７号議案 農地法第４条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請

について、ご説明いたします。

１番、宇久地区。当初計画者、変更申請者は記載のとおりです。申請地については、

当初計画は宇久町平。計画変更後も変わりありません。当初の転用計画は職員寮建設。

計画変更後の転用目的も変わりはありませんが、住宅の構造が木造２階建延床面積５１．

３４㎡から、木造平家建延床面積１３５．８０㎡に変わっております。変更の理由とし

ましては、当初、建物の構造を木造スレート葺２階建てであったが、台風等による強風

を避けるため、隣接する既存建物と同じ平家建ての木造スレート葺平家建に変更するも

のとなっております。耕作者なし、農振内白地で１０ha未満小集団農地の第２種農地で

す。参考事項としまして、こちらは宇久小学校から西に約３００ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。整地のみ行う。日照通
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風、農地は東側にあるが、間に緩衝地及び農排水路設置されており、影響がない。排水

計画、雨水は水路放流。汚水・生活雑排水は合併浄化槽から道路側溝。添付書類は記載

のとおりです。当初は令和３年１１月１５日許可となっております。

本計画変更承認申請については当初申請と同一事業者による、計画の一部変更のため、

新たな転用許可は必要としません。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。１番宇久地区。

１ ５ 番   １５番西尾です。５月２５日に、畠中推進委員と現地確認を行いました。当初の申請

からすると二階建てが一階建てとなり、延床面積が広くなっただけです。被害防除計画

を守れば問題ないと思います。以上です。

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

畠中委員   宇久地区の畠中です。西尾委員が言われたとおり、特に問題ないと思います。

議  長   それでは、何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２３７号議案は許可相当として県に進達いたします。

次に、第２３８号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農地転用との調整等

について事務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、第２３８号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農地転用との調整等

について、ご説明します。

１番、針尾地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、針尾中町

の一筆の一部。地目は、台帳田、現況畑。面積は４９１㎡です。転用目的は一般住宅用

地です。耕作者あり。農地区分は、現在農用地の畑となっていますが、農用地区域から

の除外確定後は第２種農地です。こちらは、岳の田公民館付近に位置しています。変更

理由は、記載のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で、一般住宅用地です。

２番、針尾地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、針尾中町

の４筆。地目は、台帳田、山林、現況畑、山林。面積は４筆合計１,５４６㎡です。転

用目的は、資材置場。農地区分は、現在農用地の畑となっていますが、農用地区域から
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の除外確定後は第２種農地です。こちらは、岳の田公民館付近に位置しています。変更

理由は、記載のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で資材置場です。

３番、早岐地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、重尾町の

２筆。地目は、台帳田、現況遊休農地。面積は２筆合計９７４㎡です。転用目的は、資

材置場用地。耕作者なし。農地区分は、現在農用地の田となっていますが、農用地区域

からの除外確定後は第２種農地です。こちらは、わくわくふれあい市付近に位置してい

ます。変更理由は、記載のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で資材置場用

地です。

４番、吉井地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、吉井町田

原の一筆の一部。地目は、台帳田、現況田。面積は５２８．９９㎡です。転用目的は一

般住宅用地で、施設は、住宅１棟、木造平家建建築面積１１５．５６㎡です。耕作者あ

り。農地区分は、現在農用地の田となっていますが、農用地区域からの除外確定後は第

２種農地です。こちらは、古川寺付近に位置しています。変更理由は、記載のとおりで、

変更内容は、農用地区域からの除外で一般住宅用地です。

５番、宇久地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は、宇久町本

飯良の１１筆。地目は、台帳原野、山林、畑、現況原野。面積は１１筆合計９５,４１

３㎡です。転用目的はゴルフ場用地。耕作者なし。農地区分は、現在農用地の採草放牧

地となっていますが、農用地区域からの除外確定後は非農地及び第２種農地です。こち

らは宇久町西部平家盛公上陸地付近に位置しています。 変更理由は、現在ゴルフ場と

して利用されており、今後農用地として利用する見込みがないため、除外を希望するも

のとなっています。変更内容は、農用地区域からの除外でゴルフ場用地です。

６番、江迎地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は江迎町七腕

の７筆。地目は、台帳畑、現況畑。面積は７筆合計６,７９９㎡です。転用目的は建設

発生土の再利用による改良土製造及び製品保管用地。耕作者あり。農地区分は、現在農

用地の畑となっていますが、農用地区域からの除外確定後は、第２種農地です。こちら

は堤原池付近に位置しています。変更理由は、記載のとおりで、変更内容は、農用地区

域からの除外で建設発生土の再利用による改良土製造及び製品保管用地です。

７番、江迎地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は江迎町長坂

の一筆の一部。地目は、台帳畑、現況休耕。面積は４９６㎡です。転用目的は分家住宅

用地。施設は住宅１棟木造平家建建築面積１２６．０９㎡です。耕作者なし。農地区分

は現在農用地の畑となっていますが、農用地区域からの除外確定後は、第３種農地です。

こちらは江迎支所付近に位置しています。変更理由は、記載のとおりで、変更内容は、

農用地区域からの除外で農家の分家住宅用地です。

８番、江迎地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は江迎町北田

の３筆。地目は、台帳畑、現況休耕。面積は３筆合計１，７７７㎡です。転用目的は駐

車場、椎茸栽培施設等。施設は栽培施設１棟ビニールハウス建築面積２８１．５２㎡で

す。耕作者なし。農地区分は現在農用地の畑となっていますが、農用地区域からの除外

確定後は、第２種農地です。こちらは根引池付近に位置しています。変更理由は、記載

のとおりで、変更内容は、農用地区域からの除外で駐車場、椎茸栽培施設ほかです。
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９番、江迎地区、転用者、台帳名義人は記載のとおりです。申請地所在は江迎町上川

内の３筆。地目は、台帳田、現況畑。面積は３筆合計８４２㎡です。転用目的は一般住

宅用地。施設は住宅１棟木造平家建建築面積１３９．０２㎡です。耕作者なし。農地区

分は現在農用地の田となっていますが、農用地区域からの除外確定後は、第３種農地で

す。こちらは江迎支所付近に位置しています。変更理由は、記載のとおりで、変更内容

は、農用地区域からの除外で一般住宅用地です。

以上、農用地区域の除外等の申出に関し、佐世保市長より農業委員会に意見照会がな

されたものです。７番、８番の案件について、関係する委員の方がおられます。

ご審議よろしくお願いいたします。

議 長    ７番、８番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１

条の規定により、退席していただき先行審議をいたします。該当する委員は一時退席願

います。

                    ～委員退席～

議  長   それでは地区担当委員の調査結果をお願いします。７番、８番江迎地区。

１ ７ 番   １７番松永です。７番につきましては、５月２１日に小川推進委員と本人とで現地確

認を行いました。ここは地権者の娘婿の名義となる家ですが、農業も手伝うようになる

とのことです。一筆を分筆して転用することになります。地元に人口も増えるのでよい

ことでないかと思います。また、道路脇で周辺も地権者の土地ですので、他に迷惑をか

けることもないと思います。８番の案件につきましては、同じく５月２１日に小川推進

委員と本人とで、現地を見て参りました。

       道向かいに、他の事業者の施設も建っております。また、ちょっと風が強い場所では

ありますが、現在ここは休耕で木は生えておりませんが、周辺は木が生えてしまってい

る農地も多く、ここもいずれはそうなってしまうと予想され、やむを得ないと思って見

てまいりました。

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

小川委員  江迎地区の小川です。松永委員が言われたとおり、７番は娘さんの家、８番は施設と

周りの農地に影響を与えるものではなく、特に問題ないと思います。

議  長   それでは、７番及び８番の案件につきまして、何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議 長   ないようですので、採決に移ります。７番及び８番の案件につきまして、賛成の農業
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委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、７番及び８番の案件につきまして、審議結果を農業委員会の意見

として農政課へ回答します。委員は入室願います。

～委員入室～

議  長   それでは、残りの案件について審議いたします。１番、２番針尾地区。

１  番   １番有馬です。５月２４日に原委員と、地権者とその奥さんとで現地を確認しました。

１番、２番ともに、転用者と地権者は親戚関係です。転用者は土木関係の仕事をしてお

り、地権者は土木業と農業をしております。１番は住宅を検討した際、当該地に住宅を

建築したいとのことで、除外を申出たそうです。住宅ができたとしても問題ないと見て

きました。２番については、同じ人の隣接地です。一部畑として利用されていますが、

もう畑としての利用はしないとことで、除外されたとしても、問題は発生しないと見て

きました。

議  長   地区担当推進委員の意見をお願いします。

原 委 員   針尾地区の原です。１番と２番は隣接しておりまして、何ら問題ないと思います。

議  長   ３番早岐地区は私から報告します。５月２２日に久野推進委員と現地を見て参りまし

た。ここは、もう持ち主が高齢で後継者もしないとのことで荒れています。当該地は周

りの農地と小川で別れていますし、県道の道端ですので、農用地として残すよりも、別

目的で利用される方がよいのではないかと見て参りました。

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

久野委員   早岐地区の久野です。今、八並委員が説明されたとおり何ら問題なしと見て参りまし

た。

議  長   次に、４番吉井地区。

１ ３ 番   １３番水口です。５月２２日に、末永推進委員、本人と現地確認しました。農振除外

後、転用して住宅を建てるということで、それについては特に問題ないと確認してきま

した。ただ、面積について、住宅敷地の面積は通常５００㎡以内と聞いていますが、そ

の面積を超えています。これについて、事務局に説明を求めます。合わせて参考図面で
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すが、写真と図面について、現地と相違がありましたので、きちんとした図面をもらえ

るようお願いをしたところです。

議  長   それでは推進委員の意見まで聞いてから事務局に説明を求めます。地区担当推進意見

の意見をお願いします。

末永委員   吉井地区の末永です。水口委員の言われた通り、５００㎡を超過する分と、図面との

照合をきちんとしてもらえれば問題ないと思います。

議  長   それでは事務局に説明を求めます。

事 務 局   本案件については、有効面積が５００㎡以内となっており、基準の範囲内となってい

ます。具体的には、擁壁の部分を除く面積が有効面積となっており、５００㎡以内とな

ることから、基準の範囲内となっております。なお、超過理由書については、有効面積

が基準内ということで、添付はありませんので申し添えます。写真、図面につきまして

は、転用の際には、ちゃんとした図面等で提出していただくことになります。

議  長   次に、５番宇久地区。

１ ５ 番   １２番西尾です。５月２５日に、申請代表者にお話しを伺いに行って参りました。申

出書には、ゴルフ場として利用する旨が記載されていますが、ここについては、宇久メ

ガソーラー事業で営農型の計画地として地上権設定している土地で、申出書との辻褄が

合わないと思います。地区の総会でもメガソーラーに貸す決議が行われているそうです。

また、観光協会が借りて管理していますが、パネルが張られたら観光協会から返すよう

な約束となっているとのことです。そのことからすると、今回ゴルフ場として除外する

こと自体がどうなのかなと思います。その辺りの話がどうなっているのかはっきりさせ

て、正当な内容で除外が行われるよう、農政課への意見をするよう検討すべきと思いま

す。

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

畠中委員   宇久地区畠中です。当該地がこれまで通り、ゴルフ場として利用されるのであれば、

このままの状態で除外する必要が無いと思いますが、西尾委員が言われるように、別の

目的が何等かあるのであれば、検討する必要があると思います。

議  長   この案件については、後ほど意見を伺いますが、内容を事務局に整理させて回答をす

るようにしたいと思います。

では、６番、９番、江迎地区。
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１ ７ 番   １７番松永です。６番については５月２１日に、小川委員と申出人とで現地確認しま

した。事業者は隣接地で同様の事業を行っておりまして事業拡張を計画しています。既

に建設発生土を分類する機械を置いて、分類した土を用途別に分けて置いてあります。

現在は牧草が作ってありますが、管理者は吉井から通いで作付けされており、高齢化に

より続けられないとの相談もあっておりました。９番については、長坂公民館の真下で

広い土地ですが、カーブの内側で崖と擁壁に挟まれております。がけ崩れのおそれのあ

る旧家からの移転も含むため、農家住宅になると思います。駐車場もいりますし、広い

面積ですが致し方ないのではないかと思います。

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。

小川委員   江迎地区の小川です。６番の案件については、先ほど松永委員から話があったように、

事業が既に隣接で行われており、近隣の他の農地は残っておりません。作付けされてい

る方も継続が難しいとのことですので、やむを得ないと思います。９番の案件について

は、現在の家の裏が急傾斜で、がけ崩れの恐れのある土地から、道路向かいの農地への

移転とのことですのでやむを得ないと思います。

議  長   それでは、７番、８番以外の案件について、ご意見ございませんか。

１ ３ 番   １３番水口です。お尋ねですが、農地法や農業委員会法上、原野や山林などについて

は転用の許可を出したりするのでしょうか。

事 務 局   事務局です。基本的には、農地法第２条で農地法が適用される基準が示されています

が、地目の田、畑に加えて、現に耕作が行われている土地が農地と見なされます。また、

農地以外の地目で主として採草地、放牧地として利用されている土地は、採草放牧地と

して農地と同様に扱われます。

１ ５ 番   １５番西尾です。５番の件ですが、ここは営農型を計画しているところですので、営

農型を行うのであれば、そのままで良いと思います。また、この大久保から本飯良の平

原まで広がる草地は環境省の生物多様性上重要な里地里山に選定されており、希少な植

物などもあります。私個人としては、ゴルフ場の芝地として、綺麗な草原が残る方が良

いと思っています。ですので、農政課の意見書には、そういったことも書いて意見を出

してもらいたいと思います。

議  長   今のご意見についても参考にして、意見を調製したいと思います。

１ ７ 番   １７番松永です。５番に関して議案の変更理由には、現在ゴルフ場として利用されて

おり、今後農用地として利用する見込みがないため、除外を希望するものとはっきり書

いてあるので、今後パネルを張ったりすることもなく、ゴルフ場として利用していくと
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いうことではないのでしょうか。その辺り事務局どうなんですか。

事 務 局   ５番の案件につきまして、経緯も含めてお答えさせていただきます。当該ゴルフ場は

昭和４９年頃から、天然芝のゴルフ場として利用されてきたそうです。合併前の昔のこ

となので、推測も含まれますが、空いたスペースなどに牛を放牧する利用もあったこと

から、農用地区域の採草放牧地として指定がされていたものと思われます。

       その採草放牧地に、令和元年度に宇久メガソーラー事業で営農型発電施設を建てると

いう農振法に基づく開発許可申請が出され、それが、今月変更承認申請が県に提出され、

この土地には、営農型発電施設をしないこととするとの申請があったそうです。

       この開発許可は、農振法に基づくもので、農政課から県に進達されたものです。

       今回、申出書では現在のゴルフ場で、今後放牧等の利用はしなくなるので、農用地区

域から除外したいということで申出されていますが、西尾委員の言われた通り、町内会

の総会では太陽光発電事業者に貸すことが決められており、地上権設定もそのままとな

っているため、本当に今後ゴルフ場としての利用が行われるのか、除外後に当初の計画

に基づき太陽光パネルが張られることになるのではないか懸念があるというのが、地区

の委員さんの調査内容です。また、今後もこれまで同様に利用していくのであれば、除

外する必要性が無いのではないかというお話もありました。

議  長   では、事務局と意見内容を整理してから、農政課への回答を調製したいと思います。

採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２３８号議案について、審議結果を農業委員会の意見として農

政課へ回答します。

続きまして、第２３９号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農用地区域へ

の編入について事務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、第２３９号議案 佐世保農業振興地域整備計画変更に伴う農用地区域への編入

について、ご説明します。

１番、大野地区。申出者は記載のとおりです。申請地所在は、松原町。地目は、登記

田、現況田。面積は８０６㎡で、対象作物は水稲です。土地の名義人は記載のとおりで、

編入予定の農地区分は、農用地区域（田）です。こちらは、二反田池付近で、変更理由

は、記載のとおりです。

以上、農用地区域への編入の申出に関し、佐世保市長より農業委員会に意見照会がな

されたものです。本案件について関係する委員の方がおられます。

総会での審議結果を農業委員会の意見として農政課に回答します。ご審議よろしくお

願いいたします。
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議  長   この案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規定

により、退席していただき審議をいたします。該当委員は一時退席願います。

～委員退室～

議  長   それでは、地区担当委員の意見をお願いします。

９  番   ９番、牟田です。５月２１日に、村田推進委員と現地調査してまいりました。現地は、

水稲が作付けされており、農用地区域への編入は特に問題ありません。

議  長   それでは、何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２３９号議案について、審議結果を農業委員会の意見として農

政課へ回答します。該当委員の入室をお願いします。

～委員入室～

議  長   続きまして、第２４０号議案 非農地通知の取消について事務局の説明をお願いしま

す。

事 務 局   はい、第２４０号議案非農地通知の取消について、ご説明いたします。

議案記載のとおり農業委員会総会開催日において「非農地」と判断した土地について、

申出等により現地再調査を行った結果、確認に誤りがあったことが判明し、「農地」に

該当すると判断したため非農地通知を取り消すものです。土地の所在、地目、面積等は

記載のとおりです。取消にあたりましては、改めて、非農地通知の取消の通知を土地の

所有者に送ることになります。

議  長   それでは、本件について何かご意見等ございませんか。

尾﨑委員   世知原地区の尾﨑です。サカキは農地利用として扱われていると思うのですが、実際

現状確認したら、杉林の中で植えてほったらかしなどの状況などをどう判断したらよい

のでしょうか。
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事 務 局   利用状況調査の中で、山林と判断していくのですが、杉林ということで、なかなか見

えづらく、奥まで行ってみたら、サカキが植わっていたということがあります。植えて

あったとしても、その後、肥培管理をしていなければ、山林となっていると判断して良

いと思います。

議  長   それでは、他に何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、第２４０号議案について、非農地通知を取り消します。

続きまして、第２４１号議案 非農地通知について、事務局の説明をお願いします。

事 務 局   第２４１号議案非農地通知について説明いたします。今回の非農地通知案件は、１８

７筆で面積が８８，８９３.３３㎡です。

これまでの利用状況調査の結果、Ｂ判定、山林または原野としていたものです。

本総会で承認していただいた分については、所有者に対し非農地通知書を発出し、併

せて関係機関に非農地リストを提出いたします。以上です。ご審議よろしくお願いいた

します。

議  長   それでは、本件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、本件について、非農地通知を発出することといたします。

続きまして、第２４２議案 農用地利用集積計画（案）ついて、事務局の説明をお願

いします。

事 務 局   第２４２号議案 農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。

利用権の設定は、針尾地区１件、江上地区１件、宮地区２件、三川内地区１件、皆瀬

地区１件、吉井地区１件、鹿町地区３件。所有権の移転は針尾地区３件、宮地区３件。

合計１６件です。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。
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集積に関与した委員・推進委員名に記載漏れがございましたら、ご教示ください。

以上ですが、利用権設定の８番９番及び所有権移転の４番の案件に関係する委員の方

がおられます。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議  長   利用権の８番９番、除斥の対象となる委員の方がおられますので、農業委員会法第３

１条の規定により、退席していただき、先行審議いたします。該当委員は一時退席をお

願いいたします。

～委員退室～

議  長   それでは、８番、９番の案件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、利用権設定の８番９番の案件については承認されました。委員は

入室をお願いします。

～委員入室～

議  長   続いて、所有権移転の４番の案件について、除斥の対象となる委員の方がおられます

ので、農業委員会法第３１条の規定により、退席していただき、先行審議いたします。

該当委員は一時退席をお願いいたします。

～委員退室～

議  長   それでは、この案件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に入ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数ですので、所有権移転４番の案件については承認されました。委員は入室を
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お願いします。

～委員入室～

議  長   それでは、残りの案件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長  賛成多数です。第２４２号議案は全て承認されましたので、（案）を削除願います。

次に、第２４３号議案 農用地利用配分計画（案）について、事務局より説明をお願

します。

事 務 局   第２４３号議案 農用地利用配分計画（案）について、ご説明いたします。

農地中間管理事業に係る農用地利用配分につきまして、宮地区１件計画されています。

こちらは、佐世保市長より、農業委員会に対して、利用配分計画を受ける者が妥当であ

るかの意見照会がなされたもので、総会での審議結果を農業委員会の意見として農政課

へ回答いたします。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長   この案件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議 長   第２４３号議案についてはすべて承認されましたので、審議結果を農業委員会の意見

として農政課へ回答いたします。

次に、第２４４号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）に

ついて、事務局より説明をお願します。

事 務 局   第２４４号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について

ですが、議案説明の前に本議案に関連して合意解約がなされておりますので、報告６を

先にご報告いたします。３７ページをお開きください。
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報告６ 農地法第１８条第６項の規定による通知について、ご説明いたします。農地

法第１８条第６項の規定に基づく利用権の合意解約について、江上地区１件、宮地区１

件、の合計２件を受理しております。以上報告いたします。

それでは、議案に戻ります。第２４４号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中

間管理事業】（案）について、ご説明いたします。

農地中間管理事業に係る一括方式による利用権設定につきまして針尾地区８件、江上

地区３件、宮地区４件、柚木地区１件、吉井地区２件の合計１８件の申し出がありまし

た。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとおりです。

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長   この案件について何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の方は挙手をお願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数です。第２４４号議案についてはすべて承認されましたので、（案）を削除

願います。

続きまして、第２４５号議案 令和４年度佐世保市農地パトロール（利用状況調査）

実施要領（案）について、事務局の説明をお願いします。

事 務 局   第２４５号議案 令和４年度佐世保市農地パトロール（利用状況調査）実施要領

（案）について説明いたします。

農地の利用状況調査は、調査の期間等について実施要領を定めて実施しており、今回

の議案はその令和４年度版の実施要領となります。

例年、４月総会の時にご審議いただいておりますが、遊休農地区分の変更や調査項目

の追加等があり、調査方法の検討が必要でしたので、遅くなりましたが今年度は５月総

会でご審議いただくことになりました。

これから、総会審議事項であります「実施要領（案）」と併せて、調査方法等につい

てもこの場をお借りして説明させていただきます。また、地図及び３色のペンを配って

いますので、ご確認ください。

それでは、「総会議案」の２９～３０ページをご覧ください。

第２条です。６月から８月を農地パトロールの重点実施期間と設定しています。

次に、第５条において、必要に応じて「地域の農地事情に精通している方」＝協力員

を設置できるとしていますので、設置が必要な場合は、書類の提出をお願いします。書

類については、後で説明いたします。
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なお、協力員には、１時間あたり１０００円を手当てとして、予算の範囲内で支給で

きます。

次に、第８条に記載のとおり、農業委員・最適化推進委員においては、利用状況調査

の毎月の活動状況を「農地利用最適化推進業務活動報告書」に記録し、総会時などに提

出をお願いします。

今後、全国農業会議所等から通知があると思われます「令和４年度 農地パトロール

実施要領」において、重要な追加項目がありましたら、必要に応じて佐世保市版実施要

領の修正について、ご審議いただくことになります。

実施要領（案）については以上です。

続きまして当日配布の「補足説明資料」をご覧ください。

１「調査の実施について」には、調査期間等について記載しています。

補足説明資料の２ページから４ページに「利用状況調査の留意事項について」記載し

ています。前年度からの変更点について説明いたします。２ページをお開きください。

⑴ 「２ 調査項目」－「⑴ 遊休農地の区分」については、前年度までの区分の

「Ａ判定」が、今年度から「Ａ－ａ（緑）」と「Ａ－ｂ（黄）」に分かれています。

（緑）と（黄）の違いについては記載のとおりで、基盤整備の予定等が無ければ、

「B」区分となります。今年度の地図では、前年度までの「Ａ判定」全てを「Ａ－ａ

（緑）」とし、「緑色」で表示しています。

⑵ 調査項目が増えたのが、⑵「現況」と⑶「発生場所の区分」です。「⑵ 現況」

については、農地そのものがどういう特徴によって遊休農地となったかというもので

す。「狭小地」であれば、カタカナで「キ」と地図に記入してください。遊休農地とな

った地形的な要因が特に無ければ、「遊休農地等になりうる現況は有していない」の

「ナ」となります。

「⑶ 発生場所の区分」については、その農地があるエリアの周囲の状況について記

入してください。「山間」であれば、漢字で「山」と記入してください。

記入していただくイメージとしては、地図のファイルの先頭に綴じています、「凡

例」の中央の図のとおりです。

例①は、（緑）区分で、現況「囲繞地」、発生場所「平地」の場合です。緑色で記入

します。

例②は、（黄）区分で、現況「狭小地」、発生場所「山間」の場合です。この場合、

先頭に「ｂ」を記入します。緑色で記入します。

例③は、Ｂ判定で、現況「傾斜地」、発生場所「山麓」の場合です。赤色で記入しま

す。

現地調査の時には、「凡例」を参考にしながら地図の記入をお願いします。耕作・管

理がなされている箇所には何もつけなくて結構です。

今回から全農地を調査することになっています。現在ある緑区分の全てについて意向

調査を行うことになっており、緑区分が B 判定等で減ると、今後のみなさんの調査件数

も減少しますので、よろしくお願いいたします。
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注意事項としては、今年度までの地図には、耕作中は「黄色」で表示していますが、

遊休農地の（黄）区分が追加されたことから、次年度から、耕作中は別の色になる予定

です。

以前、委員からご意見がありました、目揃え会（Ａ判定やＢ判定などの判断基準を委

員・推進委員で共有・確認するためのもの）については、現在のところ宇久視察の際に

行う（７月）よう予定しております。

１ページに戻りまして、２「協力員の設置等について」説明いたします。地域の農地

事情に精通している方に、必要に応じて調査をお願いすることができるというもので、

その際に使用する推薦書や承諾書の記入例を５～６ページに記載しています。

農業委員からの推薦といった形になりますので、農業委員の署名による推薦書をご提

出いただきます。「推薦書」と協力員からの「承諾書」については、２枚セットで事務

局担当に、６月１７日（金）までにご提出をお願いいたします。なお、推薦書は委員の

押印は不要ですが、承諾書には協力員の押印が必要です。

なお、１時間あたり１，０００円を手当てとして、予算の範囲内で支給できます。

１ページに戻りまして、３「利用状況調査の報告書について」説明いたします。農地

パトロールを行っていただきましたら、農業委員・推進委員においては「農地利用最適

化推進業務活動報告書」を、協力員においては「利用状況調査報告書」にその内容を記

入し提出をお願いします。７～８ページにそれぞれ記入例を記載していますのでご確認

ください。

推薦書、承諾書、協力員用の報告書の用紙については、本日配付しておりますので、

ご確認をお願いします。

１ページに戻りまして、４「農地利用状況調査（遊休農地対策事業）のスケジュー

ル」について説明いたします。調査実施から利用意向調査、農地中間管理機構への通知

までのスケジュールを記載しております。特に最適化交付金の申請関係については、県

への報告期限等の関係上、調査結果の集計を急ぐ必要があります。お忙しいとは存じま

すが、８月総会時の地図提出について皆様のご協力をお願いいたします。

以上、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。

議 長   事務局から説明がありましたが、今年からやり方が変わるということで、今の時点で

質問ありませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に移ります。第２４５議案について、賛成の委員は挙手をお

願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数です。第２４５号議案については承認されました。
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続きまして、第２４６号議案 令和４年度の最適化活動の目標の設定等（案）につい

て、事務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、第２４６号議案 令和４年度の最適化活動の目標の設定等(案)について、ご説

明いたします。

先月４月の総会におきまして、令和３年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価についてご承認いただきました。従来であれば当該年度の目標及びその達成に向け

た活動計画について、同時にご審議いただいておりましたが、改正があり議案の上程に

時間を要しましたので、今月改めてご審議いただくものです。

また、国・県へ報告及び公表を行うこととされていますので、ご承認後、報告及び公

表をいたします。表紙の裏ページをご覧ください。Ⅰの農業委員会の状況は令和４年４

月１日現在の状況です。１ 農業委員会の現在の体制は、農業委員１名欠員となってお

ります。

２ 農家・農地等の概要につきまして、農林業センサスに基づき記載することになっ

ておりますので、最新の２０２０年センサスの数値を記入しております。

次のページをご覧ください。Ⅱ最適化活動の成果目標 （１）農地の集積は、担い手

への農地の利用集積・集約化について記載しております。

①現状及び課題ですが、管内の農地面積４，３８０haに対して、これまでの集積面積

が１,３１５ha であり、集積率３０．０％となっています。これまでの集積面積につき

ましては、令和３年度までに集積してきた累積の数値を用いていましたが、令和４年度

から地区ごとの目標も定めることとなったこと、および他の統計資料等との数値の整合

性を図るため、解約や担い手でなくなった人の面積を省き、現在、担い手である人や法

人に集積されている面積のみとしました。

②目標ですが、長崎県が農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針で目標年次とし

た令和１２年度を農地集積の目標年度としております。集積率は長崎県の目標を達成し

た場合における佐世保市の推計値としています。今年度の新規集積面積目標は７０．１

ha、今年度末の集積面積目標１，３８５ha、今年度末の集積率３１．６％です。別にお

配りしております令和４年度「新・ながさき農業委員会１・１・１運動」実施要領をご

覧ください。９ページに数値目標の一覧が掲載されております。佐世保市の農地集積目

標は令和４年度増加目標が７０．１ha、担い手への農地集積目標（令和４年度末）が１，

４２４.０ha となっています。１，３８５ha と１，４２４.０ha で違いがありますが、

１・１・１運動は推計値を用いているために実数と差が生じたものです。

議案にお戻りください。

（２）遊休農地の解消です。緑区分の遊休農地の面積は２０９haで、これを５年で解

消することとされておりますので、緑区分の遊休農地の解消目標面積は、５分の１の４

１．８ha です。同様に１・１・１運動９ページの数値目標も４１．８ha となっており

ます。

黄色区分の遊休農地はありませんので、０としています。

前年度、令和３年度に発生した新規発生遊休農地の面積は２４．８haでした。この数
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値がそのまま新規発生遊休農地の解消目標面積になります。

次のページをご覧ください。

（３）新規参入の促進は、過去の権利移動面積の年平均の１割となる１６．７haを目

標面積としています。この面積は新規参入者の経営面積ではなく、新規参入者への貸付

け等について農地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積です。

参考としまして、別途参考資料を配布しております。令和４年度 最適化活動の目標

の地区別設定としていますが、ここまでご説明しました最適化活動の目標を地区別に落

とし込んだものです。来年度当初には、令和４年度の目標の達成度合いを地区ごとに評

価して、委員の皆様の実績として取りまとめることになります。個々人の評価は非公表

ですので、地区ごとの目標値も公表はしません。

ただし、地区ごとの目標値は、最適化交付金の成果実績の算定に利用されることにな

っています。

２ 最適化活動の活動目標です。１人当たりの活動日数ですが、新様式の活動報告書

をお配りした３月の総会でお願いしました月８日を目標にしています。

活動強化月間の設定回数は例年どおり、６月から９月までと１０月から１月までの２

回としています。新規参入相談会への参加目標は１回とし、開催される相談会の情報は

ありませんので、空欄としています。

以上、ご審議よろしくお願いいたします。

議  長   内容については、これまでも事務局にまとめてもらっていたものですが、要する集積

をもっと頑張ってやりましょうということですので、各地区でも頑張っていただければ

と思います。

他に皆さんから質問はありませんか。

原 委 員   針尾地区の原です。長崎県の資料を見ると佐世保市の集積目標が高く設定されていま

す。隣の西海市も農業が盛んですが、なぜ目標数値が少ないのでしょうか。西海市にも

遊休農地が沢山ありますが。

事 務 局   集積目標の数値についてお答えをしますが、集積率が今現在高いところは、ヘクター

ルにすると数値が既に目標値に近いので、年々積み上げていく面積が少なくて済むとい

う理屈になっているかと思います。この１・１・１運動の目標値、県が令和１２年度を

目標に定めていますが、令和３年度の集積目標の推計値により、計算されています。で

すので、令和２年度の推計値の時点で集積が多かった自治体については、年々積み上げ

る面積が少なめに出ているかと思います。そのため、西海市の数値が少ないと思われま

す。

原 委 員   遊休農地の数値も西海市は少ないのですが、現状遊休農地が結構あります。

事 務 局   これにつきましては、目標案のところでお示ししていますが、令和３年の遊休農地面
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積を５分の１にした面積が目標値となっています。

       そのため、西海市が把握している令和３年の遊休農地面積が低いため、このような状

況になっているものと思われます。

議 長   他に何かご意見等ございませんか。

委  員   （なし）

議  長   ないようですので、採決に移ります。第２４６議案について、賛成の委員は挙手をお

願いします。

農業委員   （挙手多数）

議  長   賛成多数です。第２４６号議案については承認されましたので、（案）の削除をお願

いします。

議  長   では、議案審議が終了しましたので、報告案件に移ります。

事務局の説明をお願いします。

事 務 局   はい、事務局です。

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について

報告２ 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて

報告３ 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に

ついて

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について

報告５ 裁判所及び法務局への農地現況回答について

報告７ 農用地利用集積・配分計画解約通知について

以上、添付しております資料のとおりですので、ご確認をお願いいたします。以上で

す。

議  長   報告事項が終わりましたので、その他に移りたいと思います。事務局より説明をお願

いします。

事 務 局  【農業委員会の概要について】

【農地利用最適化交付金の見直しについて】

議  長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。
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副 会 長  本日は、慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これをもちまして、第

２４回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。


